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はじめに  

 

 本報告書は、港区立港南子ども中高生プラザの指定管理者候補者を選考するにあたり、「港

区立港南子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過及び結果に

ついて報告するものです。 

 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区立港南子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏

まえた上で、港南子ども中高生プラザの設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民

サービスを提供することができる候補者の選考を行いました。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

 

港区立港南子ども中高生プラザ指定管理者候補者から提案された内容は、施設の設置目的

を十分に理解した上で、現状の課題を的確に捉え、かつ、将来を見据えた大変優れたもので

した。２事業者からの応募があり、複数の事業者からの提案を比較・検討ができて、選考作

業は大変充実したものとなりました。 

応募いただいた事業者の皆様には深く感謝するとともに、選ばれた事業者には、港区立子

ども中高生プラザ条例に定める目的の達成に向け、指定管理者として十二分に力を発揮され

ることを強く期待いたします。 

 

 

 

令和４年７月１日 

 

港区立港南子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会 

委員長 田 中 正 浩  

 



１ 

Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

名 称 本所賀川記念館・太平ビルサービス共同事業体 

代表者 理事長 服部 榮 

所在地 東京都墨田区東駒形四丁目６番２号（一般財団法人本所賀川記念館内） 

  

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

港区立港南子ども中高生プラザ 東京都港区港南四丁目３番７号 

 

３ 指定期間  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年） 

 

４ 選考の理由  

（１）学童クラブ内での異年齢交流の助長、地域の関連施設と連携した行事、父親向け子

育て支援イベント等、法人のこれまでの実績を踏まえ、そのノウハウを生かした具体

的で実現性の高い提案がされています。大型施設としての人員配置や職員育成につい

ても明確で安定的かつ質の高い運営が見込める提案であると高く評価しました。 

（２）施設の設置目的や使命を理解し、社会状況に合わせて、地域の子育て拠点となる大

型児童センターとしての施設特性を生かした、子育て支援の親子交流会イベント等を

積極的に行う姿勢が感じられます。 

（３）利用者アンケートや日々の関わりを通じて、乳幼児、学童クラブ児童、保護者等、

利用者のニーズを適切に把握し、それぞれの利用者特性を理解した内容となっており、

高く評価できます。 

（４）施設長候補者は、大型児童センターの施設長として経験もあり信頼が感じられます。

また、全体を見てマネジメントを行うことができると期待され、高く評価できます。  

（５）指定管理者として安定感があり、安心して施設を任せることができる事業者である

と考えられます。 

  

 

Ⅱ 選考経過について 

 

１ 選考の方法  

(１) 第一次審査 

応募法人から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的事



２ 

項の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、第一次審査通過

者として２事業者を選考しました。 

(２) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、第一次審

査と第二次審査とを併せた総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成 
 

委 員 長 田中 正浩 実践女子大学 生活科学部 生活文化学科 教授 

副委員長 長谷川 浩義 港区芝浦港南地区総合支所長 

委  員 秋山 展子 秋草学園短期大学 地域保育学科 准教授 

〃 安部 芳絵 
工学院大学 教育推進機構 

教職課程科 准教授 

〃 白井 隆司 港区子ども家庭支援部 子ども家庭課長 

 

３ 公認会計士  

坂本 亮 坂本亮公認会計士事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

４ 選考の進め方 

 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜第一次審査＞ 
 

１ 事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若し

くは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（劣っている）

までの５段階に評価します。 

３ 選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査を行い、採点し

ます。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の合

計得点により総合的な審査を行い、第一次審査通過者を決定します。 

 

 

 

＜第二次審査＞ 
 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（１事業者１０分程度）及びヒア

リング（１事業者２５分程度）を行います。 

２ プレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項目を中心

とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士による財務状況等の調査・分析を行い、財務状

況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～Ｅの５段階

で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 



４ 

 

５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(１) 第１回選考委員会 

日 時  令和４年４月４日（月曜日） 午後５時～午後６時 

場 所  オンライン会議 

議 題  委員の委嘱について 

          公募要項について 

          選考基準について 

 

(２) 公募手続 

ア 公募要項説明会及び現地見学会 令和４年４月１８日（月曜日） 

イ 質問書受付           ４月１８日（月曜日）～４月２５日（月曜日） 

ウ 質問への回答          ５月２日（月曜日） 

エ 申請受付            ４月１１日（月曜日）～５月３１日（火曜日） 

 

(３) 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  令和４年６月２３日（木曜日） 午後６時～午後７時３０分 

場 所  オンライン会議 

議 題  応募事業者の財務状況等について 

         第一次審査（書類審査） 

          第二次審査の方法について 

 

 (４) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  令和４年７月１日（金曜日） 午後５時～午後７時１５分 

場 所  港区芝浦港南地区総合支所 １０１会議室 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

         候補者の決定について 

 

 

 Ⅲ 選考対象者について 
 

No 事業者の名称 所在地 

１ 
本所賀川記念館・太平ビルサー

ビス共同事業体 

東京都墨田区東駒形四丁目６番２号（一般

財団法人本所賀川記念館内） 

２ Ｂ事業者  

  



５ 

Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

(１) 財務状況分析等について  

    公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性につ

いて、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うことができ

るか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収支見

込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥当性な

どについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

 

(２) 選考基準表に基づく採点  

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計による選考を実施

しました。 
 

順位 事業者の名称 
財務状況 

評価 

資金

計画 

評価 

合計点数 

（1,000 点満点）

１ 

本所賀川記念館（Ａ-１） 

・太平ビルサービス（Ａ-２）

共同事業体 

（Ａ-１）可 

（Ａ-２）可 
Ａ 759 点 

２ Ｂ事業者 可 Ａ 752 点 

※ 財務状況評価基準  

可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※ 資金計画評価基準 

 Ａ:特に優れている、Ｂ:優れている、Ｃ:標準的、Ｄ:劣っている、Ｅ:特に劣っている 

 

 

 

 

 

 



６ 

(３) 選考経過 

各委員が候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
 

事業者の名称 委員の意見 

本所賀川記念

館・太平ビルサ

ービス共同事

業体 

・これまでの大型児童センターの運営実績が豊富であり、実績を

踏まえた、具体的で実現性の高い提案がされている。 

・乳幼児から中高生まで幅広い年代に応じたサポート体制があり、

特に中高生への対応が充実している。 

・大型児童センターとして地域の拠点となるよう、地域の特色を

とらえた提案や、地域で活動している関係団体との協働を意識し

ている。 

・行事の提案で、コロナ禍で実施可能なのかどうか疑問を感じた

ものがあった。 

Ｂ事業者 

・学童クラブの運営実績が豊富であり、実績を踏まえた、具体的

で実現性の高い提案がされている。 

・利用対象を幅広くとらえた、全体的に安定した提案がされてい

る。 

・不審者対応や衛生管理について、具体的で質の高い提案がされ

ている。 

・大型児童センターの運営実績が少なく不安を感じた。 

・子どもの権利に関する記述が弱いと感じた。 
 

   以上の点を総合的に勘案して、両事業者を第一次審査通過者としました。 

 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過事業者が１０分のプレゼンテーションを行った後、管理運営計画書

及びプレゼンテーションの内容に基づき２５分のヒアリングを行い、選考基準により審

査しました。 

  

(２)採点結果 

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計と第一次審査の

合計点を合算した総合点数をもとに順位付けしました。 

 

 
 



７ 

順位 事業者の名称 
総合点数 

（1,500 点満点）

第一次審査点数 

（1,000 点満点） 

第二次審査点数

（500 点満点）

１ 

本所賀川記念館 

・太平ビルサービス

共同事業体 

1,157 点 759 点 398 点 

２ Ｂ事業者 1,113 点 752 点 361 点 

 

(３) 選考経過 

各委員が第一次審査通過事業者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容の

評価について意見交換を行いました。 

 

事業者の名称 委員の意見 

本所賀川記念

館・太平ビルサ

ービス共同事

業体 

・大型児童センターの運営実績が豊富で、安定感があり、安心し

て運営を任せることができると考えられる。 

・施設長候補者は、長として全体を見たマネジメントができるこ

とが期待され、高く評価した。 

・港南地域の特性、施設の設置目的や使命を理解しながら、地域

との関係性を構築しようとしている点を評価した。 

・プレゼンテーションでは、乳幼児親子への支援について詳細に

触れられていて、乳幼児から中高生まで幅広い年齢の利用者への

フォローが聞けて、期待が持てた。 

Ｂ事業者 

・法人としての実績を踏まえ、そのノウハウを生かして現場のサ

ポートを行っていくという姿勢が感じられ、高く評価した。 

・大型児童センターであるため、副施設長の施設長へのフォロー

が大切だと思う。副施設長候補者が副施設長の役割や自分の強み

を理解し、どのようにフォローしていくかということが聞けて、

期待が持てた。 

・プレゼンテーションでは、中高生への支援について詳細に触れ

られていた。中高生にとって施設がどのような存在になってほし

いか具体的イメージが持てている点を評価した。 

・大型児童センターの運営実績が少なく不安がある。また、大型

施設を運営するイメージが持てていないように感じるところがあ

った。 

 



８ 

 

 

 

Ⅴ 最終選考結果について 

 

 最終選考結果 

   総合得点 1,500 点に対する得点率は、本所賀川記念館・太平ビルサービス共同事業体

77.1％、Ｂ事業者 74.2％であり、提案書の内容、事業者の体制ともに評価できるもの

でした。選考基準に基づき、選考委員会の総意として、「本所賀川記念館・太平ビルサ

ービス共同事業体」を港区立港南子ども中高生プラザ指定管理者候補者として選考しま

す。 


